
（
ゴ
シ
ッ
ク
体
は
電
波
監
理
審
議
会
の
必
要
的
諮
問
事
項
） 

無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
（
新
旧
対
照
表
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 

行 

 
 

目
次 第

一
章
～
第
三
章 

（
略
） 

 

第
四
章 

業
務
別
又
は
電
波
の
型
式
及
び
周
波
数
帯
別
に
よ
る
無
線
設
備
の
条
件 

第
一
節
～
第
三
節 

（
略
） 

第
三
節
の
二 

航
空
移
動
業
務
及
び
航
空
交
通
管
制
の
用
に
供
す
る
無
線
測
位
業
務

の
無
線
局
、
航
空
機
に
搭
載
し
て
使
用
す
る
携
帯
局
並
び
に
航
空
移
動

衛
星
業
務
の
無
線
局
の
無
線
設
備
（
第
四
十
五
条
の
四
―
第
四
十
五
条

の
二
十
一
） 

第
四
節
～
第
九
節 

（
略
） 

第
五
章 

（
略
） 

附
則 

 

 

第
三
節
の
二 

航
空
移
動
業
務
及
び
航
空
交
通
管
制
の
用
に
供
す
る
無
線
測
位

業
務
の
無
線
局
、
航
空
機
に
搭
載
し
て
使
用
す
る
携
帯
局
並
び
に

航
空
移
動
衛
星
業
務
の
無
線
局
の
無
線
設
備  

 

 
 

（
Ａ
Ｔ
Ｃ
Ｒ
Ｂ
Ｓ
の
無
線
局
の
無
線
設
備
） 

第
四
十
五
条
の
十
二
の
六 

Ａ
Ｔ
Ｃ
Ｒ
Ｂ
Ｓ
の
無
線
局
の
無
線
設
備
は
、
次
の
各
号
の
条

件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

Ａ
Ｔ
Ｃ
Ｒ
Ｂ
Ｓ
の
無
線
局
の
う
ち
地
表
に
開
設
す
る
も
の
の
無
線
設
備
（
次
号
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
Ｓ
Ｓ
Ｒ
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
合
致

目
次 第

一
章
～
第
三
章 

（
略
） 

 

第
四
章 

業
務
別
又
は
電
波
の
型
式
及
び
周
波
数
帯
別
に
よ
る
無
線
設
備
の
条
件 

第
一
節
～
第
三
節 

（
略
） 

第
三
節
の
二 

航
空
移
動
業
務
及
び
航
空
無
線
航
行
業
務
の
無
線
局
、
航
空
機
に
搭

載
し
て
使
用
す
る
携
帯
局
並
び
に
航
空
移
動
衛
星
業
務
の
無
線
局
の
無

線
設
備
（
第
四
十
五
条
の
四
―
第
四
十
五
条
の
二
十
一
） 

 

第
四
節
～
第
九
節 

（
略
） 

 

第
五
章 

（
略
） 

 

附
則 

 

 
 
 

第
三
節
の
二 

航
空
移
動
業
務
及
び
航
空
無
線
航
行
業
務
の
無
線
局
、
航
空
機

に
搭
載
し
て
使
用
す
る
携
帯
局
並
び
に
航
空
移
動
衛
星
業
務
の

無
線
局
の
無
線
設
備 

 
（
Ａ
Ｔ
Ｃ
Ｒ
Ｂ
Ｓ
の
無
線
局
の
無
線
設
備
） 

第
四
十
五
条
の
十
二
の
六 

Ａ
Ｔ
Ｃ
Ｒ
Ｂ
Ｓ
の
無
線
局
の
無
線
設
備
は
、
次
の
各
号
の
条

件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

Ａ
Ｔ
Ｃ
Ｒ
Ｂ
Ｓ
の
無
線
局
の
う
ち
地
表
に
開
設
す
る
も
の
の
無
線
設
備
（
以
下
「
Ｓ

Ｓ
Ｒ
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
合
致
す
る
こ
と
。 

別添２ 



す
る
こ
と
。 

イ
～
ホ 

（
略
） 

ヘ 

質
問
信
号
及
び
抑
圧
信
号
（
（１）
及
び
（２）
に
お
い
て
「
質
問
信
号
等
」
と
い
う
。）

は
、
次
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

（１） 

（
略
） 

（２） 

モ
ー
ド
Ｓ
、
モ
ー
ド
Ａ
／
Ｃ
一
括
及
び
モ
ー
ド
Ａ
／
Ｃ
／
Ｓ
一
括
の
質
問
信

号
等
を
送
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
Ｓ
Ｓ
Ｒ
の
場
合 

（イ）
～
（ハ）
（
略
） 

（ニ） 

個
別
の
航
空
機
を
選
択
し
て
呼
び
出
す
た
め
の
モ
ー
ド
Ｓ
の
質
問
信
号

等
の
送
信
回
数
は
、
四
○
ミ
リ
秒
間
の
平
均
が
毎
秒
二
、
四
○
○
回
未
満
で

あ
つ
て
、
か
つ
、
輻
射
範
囲
の
任
意
の
三
度
の
角
度
内
に
お
い
て
毎
秒
四
八

○
回
未
満
で
あ
る
こ
と
。 

（ホ） 

監
視
す
る
区
域
が
他
の
Ｓ
Ｓ
Ｒ
（
モ
ー
ド
Ｓ
の
質
問
信
号
等
を
送
信
で
き

る
も
の
に
限
る
。
）
の
サ
イ
ド
ロ
ー
ブ
が
到
達
す
る
区
域
と
重
複
す
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
個
別
の
航
空
機
を
選
択
し
て
呼
び
出
す
た
め
の
モ
ー
ド
Ｓ
の

質
問
信
号
等
の
送
信
回
数
は
、
(ニ)
に
掲
げ
る
条
件
の
ほ
か
、
四
秒
間
の
平

均
が
毎
秒
一
、
二
○
○
回
未
満
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
一
秒
間
の
平
均
が
毎
秒

一
、
八
○
○
回
未
満
で
あ
る
こ
と
。 

ト
・
チ 

（
略
） 

 

二 

Ａ
Ｔ
Ｃ
Ｒ
Ｂ
Ｓ
の
無
線
局
の
う
ち
地
表
に
開
設
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
複
数
の
地

点
に
設
置
す
る
受
信
設
備
に
よ
つ
て
受
信
し
た
信
号
の
受
信
時
刻
の
差
を
利
用
し

て
無
線
測
位
を
行
う
も
の
（
以
下
「
複
数
地
点
受
信
方
式
航
空
監
視
シ
ス
テ
ム
の
無

線
局
」
と
い
う
。
）
の
無
線
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
合
致
す
る
こ
と
。 

イ 

複
数
地
点
受
信
方
式
航
空
監
視
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
の
う
ち
、
Ａ

Ｔ
Ｃ
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
に
対
し
て
質
問
信
号
を
送
信
す
る
も
の
（
以
下
「
質
問
信

 

イ
～
ホ 

（
略
） 

ヘ 

質
問
信
号
及
び
抑
圧
信
号
（
（１）
及
び
（２）
に
お
い
て
「
質
問
信
号
等
」
と
い
う
。
）

は
、
次
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

（１） 

（
略
） 

（２） 

モ
ー
ド
Ｓ
、
モ
ー
ド
Ａ
／
Ｃ
一
括
及
び
モ
ー
ド
Ａ
／
Ｃ
／
Ｓ
一
括
の
質
問
信

号
等
を
送
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
Ｓ
Ｓ
Ｒ
の
場
合 

（イ）
～
（ハ）
（
略
） 

（ニ） 

個
別
の
航
空
機
を
選
択
し
て
呼
び
出
す
た
め
の
モ
ー
ド
Ｓ
の
質
問
信
号

等
の
送
信
回
数
は
、
四
秒
間
の
平
均
が
毎
秒
一
、
二
〇
〇
回
未
満
、
一
秒
間

の
平
均
が
毎
秒
一
、
八
〇
〇
回
未
満
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
四
〇
ミ
リ
秒
間
の

平
均
が
毎
秒
二
、
四
〇
〇
回
未
満
で
あ
る
こ
と
。 

      

ト
・
チ 

（
略
） 

      



号
送
信
設
備
」
と
い
う
。
）
は
、
前
号
ハ
及
び
チ
に
掲
げ
る
条
件
の
ほ
か
、
次
に

掲
げ
る
条
件
に
合
致
す
る
こ
と
。 

(1) 
モ
ー
ド
Ｓ
の
質
問
信
号
に
対
し
て
応
答
で
き
る
Ａ
Ｔ
Ｃ
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
を

備
え
る
す
べ
て
の
航
空
機
局
を
一
括
し
て
呼
び
出
す
た
め
の
質
問
信
号
は
送
信

し
な
い
こ
と
。 

(2) 

質
問
信
号
の
送
信
は
、
無
線
測
位
の
た
め
に
必
要
な
情
報
が
得
ら
れ
て
い
な

い
場
合
に
限
る
こ
と
。 

(3) 

質
問
信
号
（
他
の
質
問
信
号
送
信
設
備
が
送
信
す
る
質
問
信
号
を
含
む
。
）
に

よ
つ
て
Ａ
Ｔ
Ｃ
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
が
占
有
さ
れ
る
時
間
は
、
当
該
Ａ
Ｔ
Ｃ
ト
ラ

ン
ス
ポ
ン
ダ
が
動
作
し
て
い
る
時
間
の
二
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
に
な
ら
な
い
こ

と
。 

ロ 

複
数
地
点
受
信
方
式
航
空
監
視
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
の
う
ち
、
当

該
シ
ス
テ
ム
の
基
準
時
刻
の
設
定
又
は
そ
の
稼
働
を
確
認
す
る
た
め
の
信
号
を

送
信
す
る
も
の
（
以
下
「
基
準
信
号
送
信
設
備
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る

条
件
に
合
致
す
る
こ
と
。 

(1) 

空
中
線
は
、
そ
の
発
射
す
る
電
波
の
偏
波
面
が
垂
直
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。 

(2) 

送
信
信
号
の
特
性
は
、
別
図
第
八
号
の
二
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す

る
。  

 

三 

Ａ
Ｔ
Ｃ
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
は
、
そ
の
航
空
機
の
航
行
中
に
お
け
る
通
常
の
状
態
に

お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
合
致
す
る
こ
と
。 

イ 

一
般
的
条
件 

(１) 

質
問
信
号
を
受
信
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
応
答
信
号
を
自
動
的(

特
別
位
置

識
別
パ
ル
ス
に
あ
つ
て
は
、
手
動
に
よ
り
発
射
が
開
始
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。)

に
送
信
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

                   

 

二 

Ａ
Ｔ
Ｃ
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
は
、
そ
の
航
空
機
の
航
行
中
に
お
け
る
通
常
の
状
態
に

お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
合
致
す
る
こ
と
。 

イ 
一
般
的
条
件 

(１) 
Ｓ
Ｓ
Ｒ
か
ら
の
質
問
信
号
を
受
信
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
応
答
信
号
を
自
動

的(

特
別
位
置
識
別
パ
ル
ス
に
あ
つ
て
は
、
手
動
に
よ
り
発
射
が
開
始
さ
れ
る
も

の
と
す
る
。)
に
送
信
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 



（２）
～
（７）
（
略
） 

ロ
～
ニ
（
略
） 

 

四 

Ａ
Ｔ
Ｃ
Ｒ
Ｂ
Ｓ
の
無
線
局
の
う
ち
飛
行
場
内
を
移
動
す
る
車
両
に
開
設
す
る
も

の
の
無
線
設
備
（
以
下
「
ノ
ン
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
」
と
い
う
。
）
は
、
第
二
号
ロ
(1)
及

び
(2)
に
掲
げ
る
条
件
に
合
致
す
る
ほ
か
、
自
ら
任
意
の
間
隔
に
よ
り
信
号
を
送
信
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

五 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
合

致
す
る
こ
と
。 

  
 
 

附
則 

 

（
施
行
日
） 

１ 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
又
は
予
備
免
許
を
受
け
て
い
る
Ａ
Ｔ
Ｃ
Ｒ
Ｂ
Ｓ

の
無
線
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則

第
四
十
五
条
の
十
二
の
六
、
別
表
第
一
号
、
別
表
第
二
号
及
び
別
図
第
七
号
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

        

（２）
～
（７）
（
略
） 

ロ
～
ニ
（
略
） 

    

三 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
合

致
す
る
こ
と
。 

  



別
表
第
一
号
(
第
５
条
関
係
)
 

周
波
数
の
許
容
偏
差
の
表
 

周
波
数
帯
 

無
線
局
 

周
波

数
の

許
容

偏
差

(H
z

又
は

k
Hz

を
付

し
た

も
の

を
除
き
，
百
万
分
率
)
 

（
略
）
 

７
 
4
70
MH
zを

超

え
2
,4

50
MH

z以

下
 

１
・
２
（
略
）
 

３
 
無
線
測
位
局
(
注

29
)
 

(
1
)
～

(
3
)
 
（
略
）
 

(
4)

 
Ａ

Ｔ
Ｃ

ト
ラ

ン
ス

ポ
ン

ダ
の
送
信
設
備
 

ア
 

モ
ー

ド
Ｓ

機
能

を
有

す

る
も
の
 

1
,0
00
kH
z

イ
 
そ
の
他
 

3
,0
00
kH
z

(
5) 

質
問
信
号
送
信
設
備
 

1
0k
Hz

(
6)

 
基

準
信

号
送

信
設

備
及

び
ノ
ン
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
 

1
,0
00
kH
z

(
7)
 
そ
の
他
の
無
線
測
位
局

 
5
00

４
～
1
0
 
（
略
）
 

８
・
９
 
（
略
）

 

 
（
略
）
 

 

別
表
第
一
号
(
第
５
条
関
係
)
 

周
波
数
の
許
容
偏
差
の
表
 

周
波
数
帯
 

無
線
局
 

周
波

数
の

許
容

偏
差

(
H
z

又
は

k
H
z
を

付
し

た
も

の

を
除
き
，
百
万
分
率
)
 

（
略
）
 

７
 
4
70
MH
zを

超

え
2
,4

50
MH

z以

下
 

１
・
２
（
略
）
 

 

３
 
無
線
測
位
局
(
注

29
)
 

 

(
1
)
～

(
3
)
 
（
略
）
 

 

(
4)

 
Ａ

Ｔ
Ｃ

ト
ラ

ン
ス

ポ
ン

ダ
の
送
信
設
備
 

 

ア
 

モ
ー

ド
Ｓ

機
能

を
有

す

る
も
の
 

 

(
ｱ
)
 

高
度

4,
50
0
m
以

下

の
み
で
使
用
す
る
も
の
 

3
,0
00
kH
z 

(
ｲ)
 
 
(
ｱ
)
以
外
の
も
の
 

1
,0
00
kH
z 

イ
 
そ
の
他
 

3
,0
00
kH
z 

 
 

 
 

(
5)
 
そ
の
他
の
無
線
測
位
局

 
5
00 

４
～
1
0
（
略
）

 
 

８
・
９
 
（
略
）

 
 

 
（
略
）
 

 



別
表
第
二
号
(
第
６
条
関
係
)
 

第
１
 
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
の
表
 

電
波
の
型
式
 

占
有

周
波

数
帯

幅
の

許
容
値
 

備
考
 

（
略
）
 

V
1
D
 

6
M
H
z
 

（
略
）
 

1
4.

5M
Hz 

１
 
Ａ
Ｔ
Ｃ
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
 

２
 
基
準
信
号
送
信
設
備
 

３
 
ノ
ン
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
 

4
0M

Hz 
1
 

Ｓ
Ｓ

Ｒ
（

モ
ー

ド
Ｓ

の
質

問
信

号
を

使
用

す
る

も

の
に
限
る
。
）
 

２
 

Ａ
Ｃ

Ａ
Ｓ

(
モ

ー
ド

Ｓ
の

質
問

信
号

を
使

用
す

る

も
の
に
限
る
。）

 

３
 
質
問
信
号
送
信
設
備
 

（
略
）
 

 
 
（
略
）
 

 別
表
第
三
号
(
第
７
条
関
係
)
 

１
～
4
7
 
（
略
）
 

4
8  

質
問
信
号
送

信
設
備
、
基

準
信
号
送
信

設
備
及
び
ノ

ン
ト
ラ
ン
ス

ポ
ン
ダ
の
帯
域

外
領
域

に
お
け

る
ス

プ
リ
ア

ス
発

射
の
強

度
の

許
容
値

及
び

ス
プ
リ

ア
ス

領
域

に
お

け
る
不

要
発
射

の
強

度
の
許

容
値

は
、
２

及
び

1
5
に
規

定
す

る
値
に

か
か

わ
ら

ず
、

総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
値
と
す
る
。
 

別
表
第
二
号
(
第
６
条
関
係
)
 

第
１
 
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
の
表
 

電
波
の
型
式
 

占
有

周
波

数
帯

幅
の

許
容
値
 

備
考
 

（
略
）
 

V
1
D
 

6
M
H
z
 

（
略
）
 

1
4
.
5
M
H
z
 

Ａ
Ｔ
Ｃ
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ

 

  

4
0M
Hz 

  Ａ
Ｃ
Ａ
Ｓ
（
モ
ー
ド
Ｓ
の
質
問
信
号
を
使
用
す
る
も
の

に
限
る
。
）
 

 

（
略
）
 

 
 
（
略
）
 

 別
表
第
三
号
(
第
７
条
関
係
)
 

１
～
4
7
 
（
略
）
 

    



4
9 

総
務
大
臣
は

、
特
に
必
要

が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は

、
１
か
ら

4
8
ま
で

の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
値
を
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 別
図

第
七

号
 

Ｓ
Ｓ

Ｒ
が

送
信

す
る

質
問

信
号

及
び

抑
圧

信
号

並
び

に
質

問
信

号
送

信

設
備
が
送
信
す
る
質
問
信
号
の
特
性
(
第
4
5
条
の
1
2
の
６
関
係
)
 

１
 
パ
ル
ス
波
形
 

 
 
（
略
）
 

２
 
質
問
モ
ー
ド
の
種
別
及
び
パ
ル
ス
間
隔
 

 
 
 
（
略
）
 

 
注
１
～
５
 
（
略
）
 

 
 
６
 
モ
ー
ド
Ｓ
の
質
問
信
号
の
パ
ル
ス
Ｐ

6 の
尖
頭
電
力
は
、
パ
ル
ス
Ｐ

2 の
尖
頭
電

力
に
対
し

0
.
2
5
d
B
低
い
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。

 

    別
図
第
八
号
の
二
 
Ａ
Ｔ
Ｃ
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
が
送
信
す
る
応
答
信
号
、
基
準
送
信
設
備

及
び
ノ
ン
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
が
送
信
す
る
信
号
の
特
性
(
第

4
5
条
の
1
2
の
６
関
係
)
 

１
・
２
 
（
略
）
 

 

4
8  

総
務
大
臣
は

、
特
に
必
要

が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は

、
１
か
ら

4
7
ま
で

の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
値
を
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 別
図
第
七
号
 
質
問
信
号
及
び
抑
圧
信
号
の
特
性

(
第
4
5
条
の
1
2
の
６
関
係
)
 

 １
 
パ
ル
ス
波
形
 

 
 
（
略
）
 

２
 
質
問
モ
ー
ド
の
種
別
及
び
パ
ル
ス
間
隔
 

 
 
 
（
略
）
 

 
注
１
～
５
 
（
略
）
 

 
６
 
モ
ー
ド
Ｓ
の
質
問
信
号
の
パ
ル
ス
Ｐ

2 と
パ
ル
ス
Ｐ

6 の
最
初
の
１
μ
ｓ
の
尖
頭

電
力
は
、
パ
ル
ス
Ｐ

1 の
尖
頭
電
力
に
対
し
0
.
2
5
d
B
以
上
小
さ
く
な
る
も
の
で
は
な

く
、
ま
た
、
パ
ル
ス
Ｐ

6 の
尖
頭
電
力
の
変
動
は
，
位
相
反
転
を
伴
う
も
の
を
除
き

１
d
B
以
下
、
連
続
す
る
ビ
ツ
ト
間
は
0
.
2
5
d
B
以
下
で
あ
る
こ
と
。
 

  

別
図
第
八
号
の
二
 
応

答
信
号
の
特
性

(
第
4
5
条
の
1
2
の
６
関
係
)
 

 １
・
２
 
（
略
）
 

 

 


